
温　泉　事　業　特別会計





議案  第１０４号  

 

  令和７年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第３号）  

 

 令和７年度那須塩原市の温泉事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２，９６７千円を減額し、  

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６１，９９６千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 

 

 

  令和７年１２月１９日提出  

 

那須塩原市長  渡辺  美知太郎    
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１　総 括

　歳　入

 3

　歳　出

 1 温 泉 事 業 管 理 費 △ 2,967 40,086

歳 出 合 計 △ 2,967 61,996

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

款 補　正　前　の　額

歳 入 合 計 64,963

64,963

款 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

繰 入 金 15,258

43,053
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（単位：千円）

（単位：千円）

国　県　支　出　金 地　　　方　　　債 そ　　　の　　　他

0 △ 2,967 0

0 0 △ 2,967 0

補　　　　正　　　　額 計

△ 2,967 61,996

△ 2,967 12,291

補　　　　正　　　　額　　 　の　　　　財　　 　源　　　　内　　 　訳

特　　　　　　 定　　　　　　財　　　　　　 源
一　般　財　源
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１　一　般　職

（１）総　　括

報　　酬

ア　会計年度任用職員以外の職員

報　　酬

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

220

宿日直
手　当

△ 2,448 △ 446 △ 2,894

2

区　　分

200

時間外
手　当

扶養手当
寒冷地
手　当

住居手当

2

（単位：千円）

通勤手当
特殊勤務
手　　当

管理職員
特別勤務
手　　当

補　正　後

4,542 5,552

管理職手当

1,6422,900

△ 1,900比　較 0 △ 548

△ 123 △ 9

663

比　較

補　正　前

職 員 手 当
の 内 訳

補　正　前 770

比　較 △ 150

勤勉手当 地域手当期末手当区　　分

補　正　後 1 2,900 1,642 4,542

区　　分
職員数
（人）

給　　　　与　　　　費

給　　料 職員手当 計

（単位：千円）

（単位：千円）

5,552

△ 2,894

8,446

備　　　考合　　計

8,446

（単位：千円）

620 540補　正　後

職員数
（人）

給　　　　与　　　　費
共済費 合　　計 備　　　考

給　　料

1,852

34

186

△ 1,652

区　　分
計職員手当

補　正　後 1 0

3,542 6,990 1,456

共済費

1,010

69

60

補　正　前 1

補　正　前 1 0 3,448 3,542 6,990 1,456

1,010

職 員 手 当
の 内 訳

区　　分 扶養手当 管理職手当
寒冷地
手　当

住居手当
特殊勤務
手　　当

区　　分 期末手当 勤勉手当 地域手当

比　較 0 △ 548 △ 1,900 △ 2,448 △ 446

3,448

1,852 186

比　較 △ 1,652

補　正　前 2

34

時間外
手　当

通勤手当

補　正　後 2 200 220

管理職員
特別勤務
手　　当

宿日直
手　当

補　正　後 620 540 60

比　較 △ 150 △ 123 △ 9

補　正　前 770 663 69
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（２）報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

報　酬
給与改定に伴う
増減分

その他の増減分

（単位：千円）

区　分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　明 備　　　　考

給　料

△ 548
給与改定に伴う
増減分

昇給に伴う増加分

その他の増減分 △ 548

人事異動に伴う減

時間外手当 △ 1,652

期末手当 △ 150
勤勉手当 △ 123
地域手当 △ 9

△ 1,900

その他の増減分 △ 1,900

職　員
手　当

制度改正に伴う
増減分

通勤手当 34
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